
本
年
７
月
に
改
選
期
を
迎
え
る
剣
淵

町
農
業
委
員
会
の
委
員
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
募
集
を
行
い
ま
す
。

▼
募
集
人
員

12
人

▼
任
用
期
間

令
和
２
年
７
月
20
日
〜

令
和
５
年
７
月
19
日

（
３
年
間
）

▼
身
分

剣
淵
町
の
特
別
職
の
非
常
勤
職
員

▼
業
務
内
容

(1)
農
地
法
等
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属

さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
こ
と

・
農
地
の
権
利
移
動
及
び
転
用
許
可
に

関
す
る
業
務

(2)
農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進

に
関
す
る
こ
と

・
担
い
手
へ
の
農
地
集
積
・
集
約
化
、

遊
休
農
地
の
発
生
防
止
・
解
消
・
新

規
参
入
の
促
進
に
関
す
る
業
務

・
前
記
の
目
的
達
成
に
向
け
た
現
地
で

の
調
査
、
指
導
及
び
パ
ト
ロ
ー
ル
等
、

月
１
回
程
度
の
会
議

▼
委
員
報
酬

月
額
３
５
，
０
０
０
円

（
会
長
、
職
務
代
理
は
別
）

▼
委
員
の
要
件

農
業
に
関
す
る
識
見
を
有
し
、
農
地

等
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進
に
関
す
る

事
項
、
そ
の
他
の
農
業
委
員
会
の
所
掌

に
属
す
る
事
項
に
関
し
、
そ
の
職
務
を

適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
方
。

た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方
は
応
募
で
き
ま
せ
ん
。

(1)
破
産
手
続
き
開
始
の
決
定
を
受
け

て
復
権
を
得
な
い
者

(2)
禁
固
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の

執
行
を
終
わ
る
ま
で
、
ま
た
は
そ
の

執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま

で
の
者

(3)
剣
淵
町
暴
力
団
排
除
条
例
第
２
条

に
規
定
す
る
暴
力
団
員
等
及
び
暴
力

団
関
係
事
業
者

▼
推
薦
及
び
応
募
の
手
続
き
等

規
定
の
様
式
に
必
要
事
項
を
記
入
の

う
え
、
(3)
の
添
付
書
類
を
添
え
て
、
農

業
委
員
会
事
務
局
ま
で
ご
持
参
く
だ
さ

い
。

(1)
推
薦
及
び
応
募
様
式

①
個
人
が
推
薦
す
る
場
合
（
地
域
の
農

業
者
等
３
名
に
よ
る
推
薦
）
及
び

②
法
人
ま
た
は
団
体
が
推
薦
す
る
場
合

（
農
業
者
が
組
織
す
る
団
体
等
に
よ
る

推
薦
）

【
様
式
第
１
号
】

③
一
般
募
集
に
応
募
す
る
場
合

（
応
募
者
本
人
に
よ
る
応
募
）

【
様
式
第
２
号
】

(2)
様
式
の
入
手
方
法

農
業
委
員
会
窓
口
に
備
え
る
ほ
か
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
ま
す
。

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
t
o
w
n
.
k
e
m
b
u
c
h
i
.

h
o
k
k
a
i
d
o
.
j
p

(3)
添
付
書
類

・
推
薦
の
場
合
は
、
被
推
薦
者
の
同
意

書
及
び
承
諾
書

・
被
推
薦
者
ま
た
は
応
募
者
の
住
民
票

▼
受
付
期
間

４
月
15
日
（
水
）
〜
５
月
12
日
（
火
）

▼
委
員
の
選
考
方
法

剣
淵
町
農
業
委
員
候
補
者
評
価
委
員

会
を
開
催
し
、
提
出
さ
れ
た
書
類
を
も

と
に
委
員
候
補
者
の
評
価
を
行
い
ま
す
。

評
価
委
員
会
か
ら
の
報
告
を
受
け
た

町
長
は
、
委
員
に
任
命
す
る
予
定
の
者

を
決
定
し
、
議
会
の
同
意
を
得
た
う
え

で
委
員
の
任
命
を
行
い
ま
す
。

結
果
に
つ
い
て
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
に
よ
り
公
表
し
ま
す
。

▼
そ
の
他

受
付
期
間
の
中
間
及
び
終
了
後
に
お

い
て
、
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
、

提
出
の
あ
っ
た
書
類
を
も
と
に
次
の
内

容
の
公
表
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
ま

す
の
で
、
公
表
す
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ

め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

(1)
推
薦
者
（
個
人
）
に
つ
い
て
は
、
氏

名
、
職
業
、
年
齢
及
び
性
別

(2)
推
薦
者
（
法
人
及
び
団
体
）
に
つ
い

て
は
、
名
称
、
目
的
、
代
表
者
ま
た
は

管
理
者
の
氏
名
、
構
成
員
の
数
お
よ

び
構
成
員
の
資
格
・
要
件

(3)
被
推
薦
者
ま
た
は
応
募
者
の
氏
名
、

職
業
、
年
齢
、
性
別
、
経
歴
お
よ
び
農

業
経
営
の
概
況

(4)
推
薦
ま
た
は
応
募
の
理
由

(5)
被
推
薦
者
お
よ
び
応
募
者
の
数
と

そ
の
う
ち
の
認
定
農
業
者
の
数

◇
お
問
い
合
わ
せ
先

剣
淵
町
農
業
委
員
会
事
務
局

電
話
０
１
６
５―
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９
０
２
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農
業
委
員
の
募
集
に
つ
い
て

お知らせ

農業者年金へ加入しよう！

支払った年金保険料とその運用で受ける

「積立方式」の公的年金です。

【加入要件】

・年間 60 日以上農業に従事していること

・国民年金第 1 号被保険者であること

・60 歳未満であること

※詳細は、JA北ひびき剣淵基幹支所営農課

または、剣淵町農業委員会事務局まで



５
月
１
日
か
ら
５
月
７
日
ま
で
の
憲
法

週
間
に
ち
な
ん
で
、
旭
川
地
方
・
家
庭

裁
判
所
で
は
、
次
の
と
お
り
行
事
等
を

開
催
し
ま
す
。

い
ず
れ
も
、
費
用
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
の
で
、
皆
様
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。

社
会
的
状
況
に
よ
っ
て
は
、
中
止
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

《
裁
判
所
見
学
》

▼
日
時

４
月
27
日
（
月
）
〜
５
月
７
日
（
木
）

平
日
午
前
９
時
30
分
か
ら

午
後
４
時
ま
で

▼
場
所

旭
川
地
方
・
家
庭
裁
判
所

（
旭
川
市
花
咲
町
４
丁
目
）

▼
そ
の
他

(1)
裁
判
の
行
わ
れ
て
い
る
日
に
は
裁

判
の
傍
聴
も
で
き
ま
す
。

(2)
一
般
団
体
、
グ
ル
ー
プ
等
に
よ
る
裁

判
の
傍
聴
及
び
裁
判
所
の
見
学
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
憲
法
週
間
に
限
ら

ず
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、

事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

(3)
５
月
１
日
（
金
）
か
ら
５
月
７
日
（
木
）

ま
で
（
土
曜
、
日
曜
及
び
祝
日
を
除

く
。
）
の
期
間
は
、
旭
川
地
方
検
察
庁

に
お
い
て
、
業
務
説
明
会
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

《
パ
ネ
ル
の
展
示
》

▼
日
時

４
月
27
日
（
月
）
〜
５
月
７
日
（
木
）

平
日
午
前
８
時
30
分
か
ら

午
後
５
時
ま
で

▼
場
所

旭
川
地
方
・
家
庭
裁
判
所

正
面
玄
関
ホ
ー
ル

▼
そ
の
他

裁
判
官
の
法
服
を
着
用
で
き
る
コ
ー

ナ
ー
も
あ
り
ま
す
。

《
出
前
講
義
》

▼
日
時

４
月
27
日
（
月
）
〜
５
月
29
日
（
金
）

（
土
曜
、
日
曜
及
び
祝
日
を
除
く
。
）

午
前
10
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で
の

間
の
う
ち
１
時
間
程
度

▼
対
象

10
名
以
上
の
団
体
及
び
グ
ル
ー
プ
等

▼
内
容

ご
希
望
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
出
前
で

分
か
り
や
す
く
説
明
し
ま
す
。

（
テ
ー
マ
例
）

(1)
「
お
金
の
貸
し
借
り
の
解
決
方
法
の
話
」

(2)
「
遺
産
分
割
・
相
続
の
話
」

(3)
「
成
年
後
見
人
制
度
に
つ
い
て
」

(4)
「
裁
判
員
制
度
に
つ
い
て
」

▼
説
明
者

裁
判
官
、
家
庭
裁
判
所
調
査
官
、
裁

判
所
書
記
官
又
は
裁
判
所
事
務
菅

▼
申
込
み

テ
ー
マ
を
選
ん
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。
な
お
、
ご
希
望
の
日
程
等
に
よ

っ
て
は
お
受
け
で
き
な
い
場
合
も
あ
り

ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

◇
お
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先

旭
川
地
方
・
家
庭
裁
判
所
事
務
局
総

務
課

住
所
旭
川
市
花
咲
町
４
丁
目

電
話
０
１
６
６―
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６
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（
直
通
）

〜
春
の
交
通
安
全
運
動
が
実
施
さ
れ
ま

す
〜

「
見
過
ご
す
な

信
じ
て
挙
げ
た

小

さ
な
手
」

▼
運
動
期
間

４
月
６
日(

月)

〜
４
月
15
日(

水)

の
10
日
間

▼
交
通
事
故
防
止
の
ポ
イ
ン
ト

(1)
通
園
・
通
学
を
す
る
子
供
達
を
交
通

事
故
か
ら
守
り
ま
し
ょ
う
。

家
庭
や
地
域
の
大
人
が
手
本
と
な
っ

て
、
基
本
的
な
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
を
教

え
、
交
通
安
全
意
識
を
高
め
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

(2)
高
齢
運
転
者
の
皆
さ
ん
、
交
通
ル
ー

ル
・
マ
ナ
ー
を
守
り
安
全
運
転
を
！

信
号
機
や
一
時
停
止
の
標
識
な
ど
を

見
落
と
さ
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
ま
し

ょ
う
、
ブ
レ
ー
キ
と
ア
ク
セ
ル
の
踏
み

間
違
い
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

(3)
自
転
車
も｢

ク
ル
マ｣

で
す
。

自
転
車
に
乗
る
と
き
は
、｢

自
転
車
安

全
利
用
五
則｣

を
守
り
ま
し
ょ
う
。

①
自
転
車
は
、
車
道
が
原
則
、
歩
道
は

例
外

②
車
道
は
左
側
を
通
行

③
歩
道
は
歩
行
者
優
先
で
、
車
道
寄
り

を
徐
行

④
安
全
ル
ー
ル
を
守
る

⑤
子
供
は
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用

(4)
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
は
命
綱
！

自
動
車
に
乗
っ
た
ら
、
全
て
の
座
席

で
必
ず
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
正
し
く
着
用

し
ま
し
ょ
う
。

(5)
飲
酒
運
転
を
根
絶
！

運
転
者
は
も
ち
ろ
ん
、
同
乗
者
、
車

を
貸
し
た
者
、
酒
を
飲
ま
せ
た
者
に
も

厳
し
い
罰
則
が
！
道
民
一
人
一
人
が
、

｢

飲
酒
運
転
を
し
な
い
。
さ
せ
な
い
。
許

さ
な
い｣

と
い
う
強
い
気
持
ち
で
北
海

道
か
ら
飲
酒
運
転
を
根
絶
し
ま
し
ょ
う
。

◇
お
問
い
合
わ
せ
先

士
別
警
察
署

電
話
０
１
６
５―
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０
１
１
０

お知らせ

士
別
警
察
署
か
わ
ら
ば
ん

憲
法
週
間
に
お
け
る

行
事
の
お
知
ら
せ


